
令和６年度
第６２回 滋賀県障害者スポーツ大会 ＆
第２４回 全国障害者スポーツ大会（滋賀大会）
選考会を開催します

◦相談支援センターろーぶ	 住所  水口町本綾野1978-7	 ☎ ６５-４６４１
◦地域生活支援センターしろやま	 住所  水口町本町2-2-27	 ☎ ６２-８１８１
◦支援センターこのゆびとまれ サテライト処	 住所  水口町新城648	 ☎ ６９-５９９０
◦しがらき地域生活支援センターうろむろ	 住所  信楽町勅旨2392-14	 ☎ ８３-１６６６
◦甲賀地域ネット相談サポートセンター	 住所  湖南市西峰町1-1	 ☎ ７５-６９２０
◦支援センターこのゆびとまれ	 住所  湖南市大池町10-1	 ☎ ７５-８９４９

◦甲賀地域働き・暮らし応援センター 	 住所  水口町暁3-44	 ☎ ６３-５８３０

　この大会は２０２５年１０月開催の第２４回全国障害者スポーツ大会の出場候補選手選考会も兼ねています。
　出場を希望される方は、エントリー窓口までお申し込みください。また、甲賀市内で開催される競技もあるので、応
援しにお越しください。

　障がいのある人やご家族からの相談を受け、障がいのある人の自立や社会参加について地域の理解を促進する活
動を行います。

　障がいのある人の福祉に関するさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行う
ほか、権利擁護のために必要な援助を行います。

　障がいのある人の「働く」こと、「暮らす」ことを一体的にサポートする専門機関として、本人・家族・企業からの相談に
応じます。仕事に関する内容や自立した生活をするための相談、支援を行います。

詳しくは、滋賀県障害者スポーツ協会のホームページをご覧ください。

お気軽にご相談ください障がいのある人の相談窓口
甲賀市障害者相談員

相談支援事業所

働き・暮らし応援センター

任期 令和６年４月１日～令和8年３月３１日（２年間）

障がい福祉課　施策推進係　☎  ６９-２１６１　Fax  ６３-４０８５問

個人競技

エントリー窓口 〈個人競技〉甲賀市　障がい福祉課
〈団体競技〉大会事務局（滋賀県障害者スポーツ協会）

団体競技

滋賀県障害者スポーツ協会　☎  ０７７‐５２２‐６０００　Fax  ０７７‐５２１‐８１１８申問

協会ホームページ▶

競技（参加対象） 開催日・予定時間 会場 申込書提出期限

ボッチャ（身体障害者） 9月 7日(土) 10:00〜17:00 甲賀市立水口体育館 7月11日(木)

フライングディスク（身体・知的障害者） 9月14日(土) 9:30〜15:30 水口スポーツの森 7月11日(木)

陸上（身体・知的障害者） 9月29日(日) 8:45〜16:00 平和堂HATOスタジアム 7月11日(木)

水泳（身体・知的障害者） 10月 5日(土) 9:30〜15:30 草津市立プール 8月 1日(木)

アーチェリー（身体障害者） 10月12日(土) 9:30〜15:30 県立障害者福祉センター 8月 1日(木)

ボウリング（知的障害者） 10月12日(土) 10:00〜13:30 ラピュタボウル彦根 8月 1日(木)

卓球（身体・知的・精神障害者） 11月16日(土) 9:00〜16:30 野洲市総合体育館 9月26日(木)

身体障害者相談員（敬称略） 知的障害者相談員（敬称略）
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競技（参加対象） 開催日・予定時間 会場 事前エントリー
提出期限

バレーボール（精神障害者） 11月 2日(土) 10:00〜15:00 県立障害者福祉センター 8月8日（木）

ソフトボール（知的障害者） 11月17日(日) 8:30〜17:00 守山市民運動公園 8月8日（木）

サッカー（知的障害者） 11月17日(日) 8:30〜17:00 ビッグレイク 8月8日（木）

高齢者補聴器購入補助制度をご活用ください

対象 医師から補聴器使用の必要性を認められた住民税非課税世帯の６５歳以上の方。
（他の制度で補聴器購入費の補助を受けられる場合を除く。）

限度額 補聴器本体にかかる経費の２分の１又は２万円のいずれか低い額
※予算額の１４０万円に達した場合は受付を終了します。

長寿福祉課　高齢者支援係　☎  ６９-２１６４　Fax  ６３-４０８５問

　補聴器の使用により生活の質の向上や社会参加を図るため、補聴器の購入費の一部を補助します。

市ホームページ▶

開催まであと 　　　日484
6/1現在

申請方法等は市ホームページをご確認ください。

1616［No.393］2024.6.1［No.393］2024.6.1［No.393］2024.6.1［No.393］2024.6.11717


